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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　近位端部および遠位端部を有し、前記遠位端部が遠位アンカーを有するカテーテルシャ
フトと、
　前記遠位アンカーに設けられた操舵部材受入開口部と、
　前記カテーテルシャフトに沿って前記遠位アンカーから前記カテーテルシャフトの前記
近位端部のハンドルへ伸びる操舵部材と、
　前記カテーテルシャフトに沿って、前記遠位アンカーから前記カテーテルシャフトの前
記近位端部の前記ハンドルへ伸びる解放部材と、を備え、
　ロック位置の前記解放部材は遠位端部を有し、当該解放部材の遠位端部は、前記操舵部
材受入開口部に配置された前記操舵部材の遠位端部が前記遠位アンカー内の前記操舵部材
受入開口部から分離するのを妨げ、
　前記解放部材が解放位置に移動されるとき、前記操舵部材の前記遠位端部が前記遠位ア
ンカーの前記操舵部材受入開口部から分離するのを妨げられず、
　前記操舵部材が、前記操舵部材受入開口部内にロック位置に配置されるとき、前記操舵
部材は前記ハンドル内に設けられた操舵タブにより緊張状態に置かれるように形成され、
これにより、前記操舵タブが加える緊張により、前記操舵部材内に緊張が生じ、前記カテ
ーテルを曲げる前記操舵部材の側の前記カテーテルの長さが短くなる、
　前記操舵部材および前記解放部材が、前記カテーテルシャフトと、前記遠位アンカーと
、スプラインと、前記操舵部材および前記解放部材の少なくとも１つと、により画成され
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る近位捕捉空間内の腔内補綴物要素を捕捉する前記スプラインを通って伸びる、
　ことを特徴とする補綴物送達カテーテル。
【請求項２】
　前記スプラインが、中に、前記操舵部材および前記解放部材の少なくとも１つが通るよ
うに構成された貫通穴を有する、
　前記腔内補綴物要素が、近位スプリング要素を有する、
　前記腔内補綴物要素が、近位スプリング要素を有し、前記腔内補綴物要素が、ステント
の部分である、または、
　前記腔内補綴物要素が、近位スプリング要素を有し、前記腔内補綴物要素が、ステント
グラフトの部分である、
　請求項１に記載の補綴物送達カテーテル。
【請求項３】
　さらに、前記カテーテルシャフトから延び、前記操舵部材を前記遠位アンカーへと案内
する少なくとも一つのサイドフックを有し、
　前記遠位アンカーと、前記カテーテルと、前記サイドフックと、少なくとも一つの前記
操舵部材と、前記解放部材と、により画成される近位補足空間に、前記腔内補綴物要素が
捕捉される、請求項１に記載の補綴物送達カテーテル。
【請求項４】
　前記操舵部材がチューブである、
　請求項１に記載の補綴物送達カテーテル。
【請求項５】
　操舵部材チューブが、遠位端部において拡張可能なロック要素を有する、
　請求項４に記載の補綴物送達カテーテル。
【請求項６】
　前記解放部材が、ワイヤまたはチューブである、
　請求項５に記載の補綴物送達カテーテル。
【請求項７】
　前記ロック位置において、前記解放部材が前記操舵部材チューブの前記拡張可能なロッ
ク要素内に位置決めされるとともに、前記拡張可能なロック要素が前記操舵部材受入開口
部内に配置され、かつ、前記解放位置において、前記解放部材が前記操舵部材チューブの
前記拡張可能なロック要素内に位置決めされず、または、
　前記ワイヤまたはチューブが拡大端部ロック部を有する、
　請求項６に記載の補綴物送達カテーテル。
【請求項８】
　前記操舵部材がワイヤである、
　請求項１に記載の補綴物送達カテーテル。
【請求項９】
　前記ワイヤが拡大端部を有する、
　請求項８に記載の補綴物送達カテーテル。
【請求項１０】
　前記解放部材がワイヤであり、
　前記解放部材である前記ワイヤが典型的には拡大端部ロック部を有する、
　請求項９に記載の補綴物送達カテーテル。
【請求項１１】
　前記遠位アンカーを越えて伸びる前記カテーテルシャフトと前記解放部材の間の遠位捕
捉空間内で腔内補綴物要素を捕捉するバリアとしてはたらくため、前記解放部材が前記遠
位アンカーを越えて伸びる、
　請求項１に記載の補綴物送達カテーテル。
【請求項１２】
　前記遠位アンカーが、中に前記操舵部材が固定され、かつ周りに前記遠位捕捉空間から
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伸びる前記腔内補綴物要素の部分の位置決めが可能であるリブとして構成される、
　請求項１１に記載の補綴物送達カテーテル。
【請求項１３】
　前記腔内補綴物要素が、近位スプリング要素を有する、または、
　前記操舵部材がチューブであり、操舵部材チューブが自身の遠位端部において拡張可能
なロック要素を有し、前記解放部材がワイヤまたはチューブであり、
　前記ロック位置において、前記解放部材が前記操舵部材チューブの前記拡張可能なロッ
ク要素内に位置決めされるとともに、前記拡張可能なロック要素が前記操舵部材受入開口
部内に配置され、かつ、前記解放位置において、前記解放部材が前記操舵部材チューブの
前記拡張可能なロック要素内に位置決めされない、
　請求項１２に記載の補綴物送達カテーテル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概略的には、ステントおよびステントグラフトを送達するのに使用される操
舵可能な先端部捕捉ＴＡＡ送達システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、概略的には、医療装置および操作に関し、詳細には、血管系内にステントグ
ラフトを配置する方法およびシステムに関する。
【０００３】
　生体の血管または他の類似の器官内の埋め込みの補綴具が、医療分野で広く知られてい
る。例えば、生体適合性素材で形成された人工血管グラフト（例えばＤａｃｒｏｎ（登録
商標）素材または拡張された多孔性ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）管）が、損
傷または閉塞した生来の血管の置換またはバイパスに採用されてきた。
【０００４】
　フレーム構造により支持されたグラフト素材が、ステントグラフトまたは腔内グラフト
として公知である。一般に、動脈瘤および疾患により薄くまたは厚くなった血管壁の治療
または分離（腔内の修復または除去）のためのステントグラフトの使用が公知である。
【０００５】
　多くのステントグラフトは「自己拡張」、すなわち、圧縮または収縮した状態で血管系
内に挿入され、抑制がなくなると拡張が可能になる。自己拡張ステントグラフトは、通常
は、径方向外方へ力を作用させるように構成された（例えば、曲げられたまたはカットさ
れた）ワイヤまたはチューブを採用し、ステンレス鋼またはニチノール（ニッケル－チタ
ニウム）のような適切な弾性物質を採用する。ニチノールは、さらに形状記憶特性を採用
してもよい。
【０００６】
　特定の位置に埋め込まれた自己拡張ステントグラフトは、通常、ステントグラフトの使
用を意図する血管の直径より少し大きい直径のチューブ状に構成される。一般に、ステン
トグラフトは、最小の侵襲の腔内送達、すなわち好都合な（およびより外傷が少ない）挿
入ポイントにおいて続く膨脹を介して内腔または脈管または経皮的に達するための皮膚の
切開、および内腔を通って補綴物が配置されるべき部位へのステントグラフトへの経路付
けを通して通常は配置される。
【０００７】
　１つの例の腔内配置は、相対的な軸方向の移動のために設計された同軸の内側チューブ
およびシースと送達カテーテルを用いて達成される。ステントグラフトは、圧縮されて、
カテーテルの遠位端部の近位にあるシースの遠位端部内に配置され、カテーテルシャフト
に取り付けられたステントストップまたは遠位ステントグラフト先端部捕捉メカニズムに
よって保持される。
【０００８】
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　カテーテルは、その後、操作され、カテーテル（およびその中に含まれるステントグラ
フト）の端部が意図された治療部位の近くに位置決めされるまで、通常は、血管を通して
、送られる。カテーテルシャフトは、その後、静止状態を保ち、一方で送達カテーテルの
シースは引き抜かれる。カテーテルは、シースが引き抜かれるときステントグラフトが後
退するのを防ぐストップまたは先端部捕捉部を有してもよい。
【０００９】
　シースが引き抜かれるにつれ、ステントグラフトはその近位端部から徐々に露出される
（カバーが外される－解放される－配置される）。ステントグラフトが露出されるにつれ
、それは、少なくとも露出されたステントグラフトの部分が、内腔の内部、例えば、血管
壁の部分と表面接触となるように実質的に適合するように、径方向に拡張する。
【００１０】
　直線状の血管内では、ステントグラフトの配置は比較的単純である。しかし、複雑な血
管、例えば大動脈弓または他の湾曲した血管内では、取り囲む血管が湾曲する一方で直線
状の形状を保つカテーテルの傾向により、ステントグラフトの配置は複雑である。
【００１１】
　特に、大動脈弓内では、送達カテーテルの固さが、送達カテーテルの遠位先端部が大動
脈弓の湾曲の外半径で（適合していなければ）血管壁に近接して位置決される状態を引き
起こす。送達システムの遠位先端部の（外半径に対する）この偏った位置決めは、ステン
トグラフトが配置されたときにそれにかかる血流作用力の影響と組み合わさり、ステント
グラフトが非対称的に配置される可能性が高い結果となる。
【００１２】
　図１Ａは、実質的に胸部大動脈３０の湾曲の外半径に適合したステントグラフト２２を
含む、ステントグラフト送達カテーテル２０を示す。図１Ｂに示されるように、ステント
グラフトが配置され始めたとき、矢印３２で示される血流はステントグラフト２２の近位
端部においてベアスプリング２４の最初の配置が胸弓の内半径に近いスプリングの部分が
外側および下側（ステントグラフトの中心線から）に曲がるように不均一に開く状態を引
き起こす。結果として、ステントグラフト２２の近位端部２６は血管壁と直交しない（図
１Ｃ参照）。
【００１３】
　繰り返すと、ステントグラフト２２の配置が始まると、血流（例えば、３２）は最初に
配置されたスプリング（例えば、２４）を帆船の帆のように捉え、いくつかのスプリング
および／またはステントグラフトの部分が血流の方向に優先的に曲がる状態を引き起こす
。これは、図示されているように血管内で高く配置されたとき、大動脈弓の湾曲の内半径
に近いスプリングまたはステントグラフトの部分が、ステントグラフトから（図１Ｂおよ
び１Ｃに示されるように湾曲の半径に対して内側に）下側に曲がるような不均一な配置を
引き起こす。結果として、ステントグラフトの近位端部は大動脈弓の壁に対し直交に配置
されない。この初期非対称形配置を修正するため、医師は通常はステントグラフトの再配
置を試みるが、これは、含まれる特定のステントグラフトおよび解剖学的幾何学配置にも
よるが、これは、通常望ましくない（血管壁擦傷およびより広範囲の損傷という結果とな
りうるので）。さらに、再配置により、付加的なカフ（延長部材）タイプのステントグラ
フトが配置される必要がありうる。
【００１４】
　本明細書に記載されるように、ステントグラフトの近位端部は血流路を経由して心臓に
最も近い端部であり、一方、遠位端部は配置されたときに心臓から最も遠い端部である。
反対に、送達カテーテルの遠位端部は操作者（ハンドル）から最も遠い端部と通常同一視
され、一方、カテーテルの近位端部は操作者（ハンドル）から最も近い端部である。記述
を明瞭にするため、本明細書で使用されるように、送達カテーテルの遠位端部は操作者か
ら最も遠い端部（ハンドルから最も遠い端部）であり、一方、ステントグラフトの遠位端
部は操作者に最も近い端部（ハンドルに最も近い端部）である。すなわち、カテーテルの
遠位端部およびステントグラフトの近位端部がハンドルから最も遠い端部であり、一方、
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カテーテルの近位端部およびステントグラフトの遠位端部がハンドルに最も近い端部であ
る。しかし、当業者は、アクセスする位置によってステントグラフトおよび送達システム
の近位および遠位の呼称が、実際の使用状況で一致または逆である場合があることが解る
。大腿動脈アクセスを用いるとき、装置およびカテーテルでは遠位端部は逆であり、一方
、上腕動脈アクセスを用いるとき、それらは一致する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　１つの送達カテーテルシステム内で、操舵可能なカテーテルの機能および先端部解放メ
カニズムを用いて、湾曲した血管内にステントグラフトを配置する装置および方法が提供
される。操舵メカニズムは、送達システムの遠位先端部を中央におき、それによって湾曲
した血管内のステントグラフトの近位端部を中央におく。ステントグラフト送達システム
のシースは後退させられ、カテーテル先端部捕捉メカニズム内で捕捉されたステントグラ
フトの近位スプリングの近位端部を露出する。ステントグラフトは血管の中央に保たれ、
先端部捕捉メカニズムに保持されたクラウンの分割（全体より少ない）部分が、ステント
グラフトが配置のため拡張されるにつれて湾曲した血管内で部分的に安定化するよう最初
に解放される。ステントグラフトをさらに配置した後、送達システム先端部操舵メカニズ
ムの張力は弛緩され、送達システム先端部捕捉メカニズムになお捕捉されているステント
グラフトの近位端部のクラウンが解放される。
【００１６】
　ステントグラフトの近位スプリングが非制御で外側に曲がるのを防ぐため、先端部捕捉
部を用いて、配置の前および同時に、ステントグラフトを含むカテーテルの端部を中央に
おくため送達カテーテルを操舵することにより、ステントグラフトの最初の配置（その近
位端ステントグラフト素材）はその配置位置において湾曲した血管の軸方向中心線に対し
実質的に直交する。ステントグラフトの最初の配置が対称的なので、最初の配置後にステ
ントグラフトを再配置する必要をなくすことができる。従って、最初に配置されたステン
トグラフトは湾曲した血管内に正確に取り付けられ、付加的なステントグラフトを配置す
る必要がなくなる。
【００１７】
　これらおよび他の特徴は、添付の図と併せて後述の詳細な記載からより容易に明らかに
なるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１Ａ～図１Ｃは、ステントグラフトを非対称的に配置する先行技術の送達シス
テムの順送りの概略横断面図である。
【図２】図２Ａ～図２Ｅは、血管内の送達カテーテルを操舵し配置の間、先端部捕捉機能
を提供する、先端部捕捉要素と操舵可能な要素を有する、送達システムの概略横断面図で
ある。
【図３】図３Ａは、図２Ａに示されるような送達カテーテルの図式化した斜視図であり、
図３Ｂは、シースの部分が取り除かれ、シース内に置かれるステントグラフトが示されて
いない図３Ａの部分的にカットした図である。
【図４】カテーテルの先端部から見た、図３Ｂに示される送達カテーテル４０の遠位端部
のクローズアップした図である。
【図５】カテーテルのハンドル端部から見た、図４に示される送達カテーテル４０の遠位
部のクローズアップした図である。
【図６】図６Ａおよび図６Ｂは、直線状および曲げられた構成およびそのハンドルに対す
る操作における図２Ａのカテーテルの側面を図式化した図である。
【図７】図７Ａ～図７Ｃは、図２Ａ～図２Ｅに示されるような送達カテーテルからのステ
ントの配置の順送りのステップの図式化した斜視図である。
【図８】図８Ａ～図８Ｄは、図２Ａ～図２Ｅに示されるような送達システムからのステン
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トグラフトの配置に関連する配置の順送りのステップおよび動作を図式化した断面図であ
る。
【図９】図９Ａ～図９Ｂは、図２Ａ～図２Ｅに示されるようなステントグラフトを配置す
る送達カテーテルのハンドルにおける特定の操舵部材および解放部材コントロール要素に
実行されおよび観察されるような、要素および配置の順送りのステップを図式化した斜視
図、側面図、および端面図である。
【図１０】図１０Ａ～図１０Ｂは、図２Ａ～図２Ｅに示されるようなステントグラフトを
配置する送達カテーテルのハンドルにおける特定の操舵部材および解放部材コントロール
要素に実行されおよび観察されるような、要素および配置の順送りのステップを図式化し
た斜視図、側面図、および端面図である。
【図１１】図１１Ａ～図１１Ｃは、図２Ａ～図２Ｅに示されるようなステントグラフトを
配置する送達カテーテルのハンドルにおける特定の操舵部材および解放部材コントロール
要素に実行されおよび観察されるような、要素および配置の順送りのステップを図式化し
た斜視図、側面図、および端面図である。
【図１２】図１２Ａ～図１２Ｃは、図２Ａ～図２Ｅに示されるようなステントグラフトを
配置する送達カテーテルのハンドルにおける特定の操舵部材および解放部材コントロール
要素に実行されおよび観察されるような、要素および配置の順送りのステップを図式化し
た斜視図、側面図、および端面図である。
【図１３】図１３Ａおよび図１３Ｂは、図２Ａ～図２Ｅに示されるような送達カテーテル
の使用を通してのステントグラフトの送達のためのハンドル筐体の配列の実施形態の端面
図である。
【図１４】図２Ａ～図２Ｅに示されるような送達カテーテルを使用したステントグラフト
の送達のためのハンドル筐体の端面図の代替的な実施形態の代替の実施形態を示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　一体式先端部解放メカニズムを有する操舵可能なカテーテルを以下に述べる。弓形３３
の湾曲３４の外半径に適合した送達カテーテル４０（先端部４２を有しステントグラフト
４４を含む）が入った大動脈弓３０が、図２Ａに示されている。送達カテーテル４０の先
端部４２は血管の中央から離れて弓形の外半径に沿って自然に位置するので、血管の中央
へカテーテルの先端部４２の先端部および遠位端部４６を移動するため（図２Ｂで血管の
中央へ移動される送達カテーテル４０の遠位端部４６を示す移動矢印４８で示されるよう
に）、操舵メカニズム（後述）が使用される。図２Ｂに示されるような点線の記述に示す
ように血管の中央へ移動され、そこに保持されると、送達システムのシースをステントグ
ラフト４４の配置を開始するため後退させられる。分枝動脈、例えば２８に対して送達カ
テーテル４０を長手方向の位置に位置決めするため、コントラスト注入カテーテル５０を
使用してもよい。シース５６が部分的に後退させられたとき、必要であれば、ステントグ
ラフトを操作し所望に応じて（長手方向および径方向に）位置決めしてもよい。最初、図
２Ｃに示されるように、全てのクラウン５２ａ、５２ｂ、５２ｃ、５２ｄ、５２ｅ、５２
ｆは先端部４２の先端部捕捉メカニズム５４に捕捉されている。ステントグラフト４４の
近位端部５８、すなわちグラフト素材の近位端が、分枝動脈に対して正しく位置決めされ
ており（近接するが妨害していない）、近位スプリング６０の６つのクラウンの半分の血
管部分的配置（解放）の中央線に実質的に直交している、すなわち、図２Ｄに示すように
５２ａ、５２ｃ、および５２ｅが、最初に安定化させ、かつ中央におく作用力を与えて、
ステントグラフト４４の近位端部５８を径方向に中央におき、なお血管内の送達カテーテ
ルの遠位端部に接合されていることを一度、医師が確認する。その後、シース５６がステ
ントグラフトを完全に配置するためさらに後退させられ、ステントグラフトおよび残りの
未配置のクラウン５２ｂ、５２ｄ、５２ｆが先端部から解放され、それによって図２Ｅに
示すようにステントグラフト４４が胸部大動脈３０に完全に解放される。
【００２０】
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　ステントグラフトの前述の送達を実行する送達メカニズムが、図３Ａに図示されている
。送達カテーテル４０は、ガイドワイヤ６４上を送達されるのが示される先端部４２を有
する。送達システムの近位端部６８のハンドル７０は、前述のようにカテーテルからステ
ントグラフトを操舵および解放するメカニズムを提供する。
【００２１】
　図３Ｂは、送達システム４０の先端部捕捉メカニズム５４内に配置することができるの
でステントグラフトのクラウンを表す短いワイヤを除く、ステントグラフトを図示しない
送達カテーテル４０の一部分を破断した図である。カテーテルシャフト８０が、ハンドル
７０からカテーテル先端部４２へ伸び、その中にガイドワイヤ内腔を構成している。この
構成のカテーテルシャフトは、ステントグラフトが保持される領域内のスプラインを除く
ため芯がない領域であるスプラインシャフトからつくられる。中央シャフト８０はＰＥＥ
Ｋからつくられる。少なくとも１つの操舵部材８８ａは、ハンドル７０から遠位アンカー
６２へ伸び、この実施形態では先端部４２の一部分である。操舵部材８８ａは、操舵タブ
７２に加えられた張力が操舵部材８８ａ内の張力が操舵部材側のカテーテルの長さを短く
する状態を起こし、カテーテルがその方向に曲がる状態を引き起こすよう、ハンドル内の
操舵タブ（例えば７２）で引いてもよい。
【００２２】
　そのような曲がりが、図６Ａおよび６Ｂに示される送達カテーテルの側面図の比較で示
され、そこでは操舵タブ７２が後退させられ、操舵部材８８ａが遠位アンカー６２を優先
的に張力の側のハンドルへ引くカテーテル側の張力を生じ、図６Ｂの矢印９０で示される
ように曲がりまたはたわみを引き起こす。
【００２３】
　図４および図５は、送達カテーテル４０の先端部および遠位アンカーの拡大図である。
カテーテルシャフト８０は、スプライン９０ａ、９０ｂ、９０ｃ、９０ｄ、９０ｅ、９０
ｆ下の空間においてステントのバルクを収容するため芯がない領域を有する。本明細書で
示されるようなスプラインは、ＰＥＥＫチューブのようなポリマー素材で作られた中空の
チューブである、操舵部材８８ａ、８８ｂ、８８ｃを収容する貫通穴を有する。操舵部材
８８ａ、８８ｂ、８８ｃは、遠位アンカー６２内の操舵部材受入開口部９２ａ、９２ｂ、
９２ｃ内へ伸び、この実施形態では先端部４２の一部分である。解放部材９６ｄ、９６ｅ
、９６ｆは、別のスプライン、すなわち９０ｂ、９０ｄ、９０ｆを通って伸び、この実施
形態では、ステントグラフトの近位スプリングの別のクラウンに捕捉および解放機能を提
供する。
【００２４】
　図５では、スプラインの頂部、すなわち、９０ａ、９０ｂ、９０ｃ、９０ｄ、９０ｅ、
９０ｆと遠位アンカー６２の底部の間の空間内で捕捉されたクラウン部分、５２ａ、５２
ｂ、５２ｃ、５２ｄ、５２ｅ、５２ｆが示されている。スプライン、例えば５２ａに面し
た遠位アンカー６２の表面は、そこでの３つの操舵部材受入開口部９２ａ、９２ｂ、９２
ｃ、および３つの解放部材受入開口部９４ａ、９４ｂ、９４ｃを有する。操舵部材受入開
口部、例えば、９２ａ、９２ｂ、９２ｃは、それぞれ、操舵部材８８ａ、８８ｂ、８８ｃ
の遠位端部が解放部材９６ａ、９６ｂ、９６ｃにより所定の位置にロックされるよう伸張
されて置かれるように、遠位アンカー６２の内部の直径が拡大されたキャビティである直
径拡張円錐状穴（例えば、９３ａ、９３ｂ、９３ｃ）へ通じ、図５に示されたおよびさら
に後述するように拡張するコレットのような拡張可能なロック要素の除去を防ぐ機械的な
妨害係合に関与する中核の要素としてはたらく。
【００２５】
　配置されるべきステントグラフトの近位ステントスプリング６０のクラウン要素の順送
りおよび部分的解放を、図７Ａ～図７Ｃ、図８Ａ～図８Ｄを参照して記載する。部分的に
配置されたステントグラフトおよびその捕捉された状況の先端部が図７Ａおよび図８Ａに
示されている。シース５６は当業者に公知の（従って本明細書に記載しない）メカニズム
を用いて部分的に後退させられている。近位スプリング６０のクラウン５２ａ、５２ｂ、
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５２ｃ、５２ｄ、５２ｅ、５２ｆが、スプライン、例えば、９０ａ、９０ｂと遠位アンカ
ー６２の間の空間に捕捉されて示されている。シース５６は部分的に後退させられている
一方、先端部捕捉メカニズム５４から移動が可能なクラウンはない。図８Ａの図式化した
断面に見られるように、クラウン５２ｂは、カテーテルシャフト８０と遠位アンカー６２
、スプライン９０ｂおよび解放部材９６ｄの末端部分の間の空間で捕捉される。ステント
クラウン５２ｅは、同様に、スプライン９０ｅ、遠位アンカー６２、カテーテルシャフト
８０、および操舵部材８８ｃの遠位端部へその中央線に沿って通る解放部材９６ｃにより
所定の位置に増強およびロックされた操舵部材８８ｃの間で捕捉される。
【００２６】
　解放部材（ワイヤ）９６ｄ、９６ｅ、９６ｆを、配置されるべきステントまたはステン
トグラフト、例えば、５２ｂの、別の全てより多いまたは未満のクラウンを解放するため
後退させてもよく、一方、血管内で中央におかれたカテーテルの遠位先端部を保持する操
舵部材の張力は維持される。ステントグラフトの部分的配置が行われるとき、例えば、全
てのクラウンの解放の前に、近位ステントの６つのクラウンの３つが解放され、一方、図
７Ｂに見られるように、自身に関連付けられた対応する操舵部材を持たない解放部材９６
ｄ、９６ｅ、９６ｆの移動により、クラウン５２ｂ、５２ｄ、５２ｆは解放されている。
図８Ｂおよび図７Ｂに見られるように、近位スプリング６０の円周の周りのクラウン５２
ｅおよび別のクラウンは捕捉されたままである。医師がまだ配置されていないクラウン、
例えば５２ｅの配置の準備ができたとき、図８Ｃに示されるように、操舵部材８８ｃおよ
び８８ａの先端部ロックメカニズムをそれぞれ解除するため、解放部材９６ｃおよび９６
ａを最初に後退させなければならない。図８で、拡張可能なロック要素（コレット）８６
ｃ、８６ａは、操舵部材受入開口部９２ｃ（図示）、９２ａ（図示せず）の拡張された部
分とともに一度阻害から解放される。操舵部材８８ｃ、８８ａは、前述のように、解放部
材９６ｄ、９６ｅ、９６ｆが後退させられたのと同様に容易に後退させることが可能で、
これにより近位スプリング６０のクラウン５２ｅを解放する。６つのクラウンおよび近位
スプリング６０の全ての解放が図７Ｃに示され、これは図８Ｄで見られる状況に関連する
。拡張可能なロック要素（コレット）８６ａ、８６ｂ、８６ｃは、操舵部材のチューブ状
の素材のＰＥＥＫチューブにポリマー素材を成形することで構成が可能である。中央を通
る横断方向の直線状カット（スロット）が、拡張された部分の２つの半分の部分が互いへ
移動し、すなわち崩れて、操舵部材受入開口部９２ａ、９２ｂ、９２ｃの狭い通路を通る
ことを可能にする。解放部材９６ａ、９６ｂ、９６ｃ、９６ｄ、９６ｅ、９６ｆは、ステ
ンレススチールで製作されるのが望ましいチューブまたはワイヤで構成される。解放部材
は、ＰＥＥＫ操舵部材チューブの内部で低摩擦係数の作用を示す。遠位アンカー６２は、
金属素材で製作が可能で、または当業界で公知のようなポリマーまたは硬いプラスチック
素材で製作が可能である。
【００２７】
　前述のような先端部捕捉メカニズムを解放部材受入開口部、例えば、９２ａ、９２ｂ、
９２ｃを遠位アンカー６２内に設けたものとして記載する一方で、先端部捕捉メカニズム
は、操舵部材が通るスプライン（例えば、９０ａ、９０ｂ、９０ｃ）内の貫通穴が、操舵
部材を受け入れてロックするよう拡大されたキャビティ（例えば逆円錐形）を有して構成
されるように構成してもよい。そのような実施形態では、解放部材はスプラインを越えて
伸び、なお近位ステントグラフトのクラウンを捕捉しうるが、そのような捕捉の配置は、
この実施形態では遠位アンカーとしてはたらくスプラインを越えた遠位捕捉スペース内に
なるであろう。この実施形態では、捕捉スペースは近位先端部捕捉スペースを持つものと
して記載しうる。
【００２８】
　スプラインと貫通穴の使用を前述したが、スプラインのような配列を用いた他の配列は
、操舵部材および解放部材を遠位アンカーへ誘導するカテーテルシャフトとサイドフック
の使用を含みうる。それも、より大きい製造および設計の柔軟性を可能にするため使用し
てもよい。
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【００２９】
　前述の実施形態で、遠位アンカーに関連してコレットのようなチューブ拡張可能部材の
使用を記述したが、当業界に公知のように、１つが遠位アンカー内で解放可能な機械的妨
害をする拡大されたロック部分を有する、並列したチューブまたはワイヤのあらゆる類似
の構成が使用可能である。唯一の基準は、チューブワイヤまたはチューブのような要素が
、両方がそれらの解放を妨げるよう相互に作用する拡張可能な部分を有する場合で並列し
て使用されるケースがありうるので、操舵部材のロックを外すのに必要とされる解放部材
の構成が、容易におよびスムーズに引くことができ曲がり角でつかまる原因とならないよ
う、一般的に統一した直径または横断面でなければならないことであろう。
【００３０】
　多数の操舵および解放部材の操作で、ハンドル内での種々のワイヤおよびチューブの個
別のまたは同調した移動が必要となる。先に述べたハンドル７０を、詳細に記載する。配
置されるステントグラフトの近位スプリングのおよそ半分またはそれより少ないクラウン
の最初の部分的解放の後、カテーテルの遠位端部から近位またはハンドル端部への単純な
引き動作がある。引きメカニズムは単純な直線状に引く動作であり、３本の引きワイヤ、
すなわち、解放部材９６ｄ、９６ｅ、９６ｆは、１つの引きプレート７４または個々の解
放部材引きタブ７６ａ、７６ｂ、７６ｃに接合してもよい。そのようなプレートおよびタ
ブは、図１３Ａ、図１３Ｂ、および図１４に示される。
【００３１】
　カテーテルの操舵はそれぞれの操舵部材に個々に印加される張力を必要とするので、そ
れぞれの操舵部材が、自身の、医師の所望に応じてカテーテルの端部に影響して移動させ
る作用力の印加ポイントを有する必要がある。操舵部材が張力下にある時間中、本実施形
態では、ロックされた端部操舵ワイヤを用いてカテーテル操舵が行えるよう、操舵部材内
（の中核において）にある解放部材は、そのロックされた（前方）ポジションを維持しな
ければならない。図９Ａは、操舵部材および解放部材に接合された操舵部材および解放部
材ハンドル要素を示す。操舵部材、例えば、８８ａ、８８ｂ、８８ｃは、操舵部材制御シ
リンダ７１および操舵タブ７２に固定される。操舵部材制御シリンダ７１内およびそれに
対して同軸の入れ子または同軸のスライドを有しおよび構成されて、解放部材制御要素９
８と制御タブ９９は、操舵部材制御シリンダ７１と同軸に配列される。
【００３２】
　この２点の入れ子および同軸配列は、図９Ｂに示されている。制御タブ９９は、操舵部
材および解放部材の両方が同時におよび同調した動作で移動する必要がある場合そうする
ように、操舵タブ７２に近接および後方に位置して示される。
【００３３】
　図１０Ａ、図１０Ｂ、図１１Ａ、図１１Ｂ、および図１１Ｃに示されるハンドル筐体１
００は、送達カテーテル（システム）４０の近位端部の共用ハンドル７０を保持しおよび
接続する筐体を提供する。
【００３４】
　操舵タブおよび制御タブに対する操舵部材の操作を、図１０Ａ～図１２Ｃに示されるよ
うな側面図および端面図を参照して記載する。医師が送達カテーテル４０の端部の操舵ま
たは横方向の移動をしたいとき、操舵部材内で操舵タブ７２および制御タブ９９の両方を
近位で押し、図１０Ｂの矢印７８、および図１１Ａおよび図１２Ａに示すようにそれらを
近くで移動することで得られる張力を発生させる必要がある。医師がロックされた操舵部
材を解放するまたはロックを解除する準備ができたとき、それぞれの操舵部材に関連する
解放部材を後退させる必要があり、周回スロット８２内の操舵部材制御シリンダ７１に関
連する制御タブ９９に力を加えることにより、解放部材制御要素９８の回転が可能になる
。制御タブ９９を用いることで、解放部材制御要素９８が図１１Ｂおよび図１２Ｂの矢印
８１に示すように、ロックを解除するスロット（長手方向）の位置へ回転されるとき、図
１１Ｃの矢印８３に示す方向に制御タブ９９の端部へ加えられた力を用いて、解放部材制
御要素９８の制御タブはロック解除スロット８４に沿って後退させることが可能である。
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制御タブ９９がロック解除スロット８４の遠位端部に到達すると、制御タブ９９のさらな
る移動でスロットの端部と係合し、同時に操舵部材制御シリンダ７１の近位方向への近位
運動をも起こす。操舵部材制御シリンダ７１の近位移動は、前述のように、近位スプリン
グ６０のクラウンの解放を引き起こす。
【００３５】
　前述の実施形態において、３つの操舵部材（例えば、９２ａ、９２ｂ、９２ｃ）および
６つの解放部材（例えば、９６ａ、９６ｂ、９６ｃ、９６ｄ、９６ｅ、９６ｆ）を述べ記
載した。６つの解放部材が周囲に均一に分散し、３つの操舵部材が同様に均等に分散する
ことが対称的に好都合であるが、奇数のステントクラウンが使用される場合、近位スプリ
ングで５つのクラウンが使用される構成において、操舵可能な送達カテーテルの操舵機能
へ３つの張力を与える部材を提供する３つの操舵部材があり、一方、２つのクラウンが早
くまたは部分的解放が可能となるよう、カテーテルの操舵機能を保持することが重要であ
ろう。当業者は、最も効率的に目的を果たす操舵および解放部材の数を決定するであろう
。いくつかの操舵可能なカテーテルでは、カテーテルを回転させて１つの操舵部材のみを
使用することが好都合であるが、直径が長いカテーテルでは、周りの血管壁構造との摩擦
抵抗の可能性があり、カテーテルの回転は困難でありうるので、勧められない。それで、
大きなフレンチサイズのカテーテル（＞１８Ｆｒ）が使用される通常のステントグラフト
では、その３つの操舵部材の最小限を使用するよう求められるであろう。
【００３６】
　図１３Ａおよび図１３Ｂは、端面図にそれぞれの操舵タブ７２および制御タブ９９が示
される、３つの操舵部材制御シリンダおよびそれらの関連するハンドル筐体１００’の構
成を示す。この構成は、操舵部材のロックまたはロック解除に寄与しない３つの解放部材
を同時に引く／後退させる引きプレートとしてはたらく、単一の３アーム（ヨーク）プレ
ート７４を示す。
【００３７】
　図１４に示されるような他の構成では、操舵部材のロックまたはロック解除に寄与しな
い３つの解放部材は、引きタブ７６ａ、７６ｂ、７６ｃで個々に操作が可能である。ハン
ドル筐体（例えば、１００（１００’））は、例えば、図３Ａおよび図３Ｂに見られるよ
うに、操舵部材がカテーテルシャフトを曲げるため引っ張られおよび解放されるとき、軸
引張および圧縮力が操舵部材によりシャフトに沿って伝達されおよび対向されるよう、カ
テーテルシャフト８０に接合される。
【００３８】
　前述の実施形態によるステントグラフトの送達方法は、治療箇所でのカテーテルの位置
決め、対称的配置の可能性を向上するための治療箇所でのカテーテルの横方向の操作、ス
テントグラフトの近位端部周辺に均等に分散した近位スプリングのおよそ半分のクラウン
の配置、およびさらにステントグラフトの近位端部でスプリングの以前に配置されていな
いクラウンの配置を含む。そこでは、操作のステップは、解放可能な操舵部材の操作を含
んでもよい。そこでは、およそ半分のクラウンの配置のステップは、クラウン捕捉位置か
らクラウン解放位置への解放部材の移動を含んでもよい。そこでは、以前に配置されてい
ないクラウンの配置のステップは、ロック位置から解放位置への操舵部材解放ワイヤの移
動、およびクラウン捕捉位置からクラウン解放位置への操舵部材の移動を含んでもよい。
そこでは、操作のステップは、少なくとも２つ以上の解放可能な操舵部材の１つ、少なく
とも３つの解放可能な操舵部材の１つ、または少なくとも４つの解放可能な操舵部材の１
つの操作を含んでもよい。
【００３９】
　形態および詳細において、記載された実施形態の趣旨および範囲から逸脱することなく
、種々の変更がなされうることが、関連分野の当業者に明らかになるであろう。本明細書
で述べたそれぞれの実施形態および本明細書で引用されたそれぞれの参照文献のそれぞれ
の特徴は、あらゆる他の実施形態の特徴と組み合わせて使用が可能であることも解る。本
明細書で述べた特許および刊行物は、本明細書にその全体が参照により組み込まれる。
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